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令 和 ７年  第 ４回 （６月 ）  筑 紫 野 市 議 会 定 例 会  

【文 教 福 祉 常 任 委 員 会  委 員 長 報 告 】  

 

議 案 第 ４ ２ 号 及 び 議 案 第 ４ ３ 号 の ２ 件 に つ い て 、

審 査 の 経 過 と 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

ま ず 、『 議 案 第 ４ ２ 号  筑 紫 野 市 家 庭 的 保 育 事 業

等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 』の 件 に つ い て 、ご 報 告 い

た し ま す 。  

本 件 は 、厚 生 労 働 省 令 の「 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設

備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 」が 一 部 改 正 さ れ 、連 携 施

設 に 係 る 規 定 に 変 更 が 生 じ た た め 、本 条 例 の 一 部 を

改 正 す る も の で す 。  

質 疑・ 討 論 は な く 、採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  
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次 に 、『 議 案 第 ４ ３ 号  筑 紫 野 市 特 定 教 育・保 育 施

設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 』の 件 に つ

い て 、 ご 報 告 い た し ま す 。  

本 件 は 、内 閣 府 令 の「 特 定 教 育・保 育 施 設 及 び 特

定 地 域 型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど も・子 育 て 支 援 施

設 等 の 運 営 に 関 す る 基 準 」が 一 部 改 正 さ れ 、連 携 施

設 に 係 る 規 定 に 変 更 が 生 じ た た め 、本 条 例 の 一 部 を

改 正 す る も の で す 。  

質 疑・討 論 は な く 、採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ

て 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

 

以 上 、 報 告 を 終 わ り ま す 。  
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令 和 ７年  第 ４回 （６月 ）  筑 紫 野 市 議 会 定 例 会  

【文 教 福 祉 常 任 委 員 会  委 員 長 報 告 】  

 

『 議 案 第 ４ ５ 号  財 産 (物 品 )の 取 得 』の 件 に つ い

て 、 審 査 の 経 過 と 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

本 件 は 、市 内 小 中 学 校 の 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 が

前 回 取 得 か ら 一 定 期 間 を 経 過 し て お り 、使 用 環 境 の

維 持 及 び 安 全 性 確 保 の た め 、 更 新 を 行 う も の で す 。 

委 員 会 で は 、今 回 、運 用 か ら ５ 年 で の 更 新 で あ る

が 、次 回 も ５ 年 で の 更 新 を 予 定 し て い る の か 、と の

質 疑 が あ り 、執 行 部 か ら は 、今 回 は ウ イ ン ド ウ ズ の

サ ポ ー ト 期 間 が 終 了 す る た め 、 今 年 更 新 を 行 う が 、

次 の 更 新 の 時 期 に つ い て は 、機 器 や サ ポ ー ト の 状 況

を 見 な が ら 考 え て い き た い と の 答 弁 が あ り ま し た 。 

討 論 は な く 、採 決 の 結 果 、全 員 一 致 を も っ て 原 案

の と お り 可 決 す べ き も の と 決 し ま し た 。  

以 上 、 報 告 を 終 わ り ま す 。  


